
 

 

 

 

大阪府は 6 月 21 日から「まん延防止等重点措置」に基づく要請を行っています。教育庁からは「府立

学校における今後の教育活動等について」が発出され、学校はこの通知に基づき教育活動を進めていま

す。https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6793/00354683/030618_siryo2_koko.pdf 

この通知の中では暑さが増してきている現状において、「マスクの着用」についても言及されています。 

6 月 13 日付の校長室だよりでもお伝えしました通り、運動時には感染症対策を講じたうえでマスクを外

すよう指導を進めておりますので、ご理解をお願いします。 

 今回は、大阪府の「対策本部会議資料」をお示しすると共に、「府立学校における今後の教育活動等

について」から内容を抜粋してお伝えします。また、上記 URL から全文を見ていただくことができます。 

●府立学校における今後の教育活動について 
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7 月には延期したものも含め、今後４つの泊を伴う行事が予定されています。緊急事態宣言中は泊を

伴う行事は中止または延期となっておりましたが、まん延防止等重点措置に移行した現在では、次のとお

りとなっています。措置の期限である 7 月 11 日以降につきましては、情報が入りましたら改めてお伝えし

ます。 

(4) 府県間の移動を伴う教育活動等 

府県間の移動を伴う教育活動（修学旅行や校外学習など）については、旅行（移動）先の都道

府県が大阪からの受け入れを拒否している場合や緊急事態措置区域を旅行（移動）先としている場

合は中止または延期する。 

また、修学旅行等、泊を伴う教育活動については、「令和２年度修学旅行の実施（新型コロナウイ

ルス感染症対策）に係るガイドライン（令和２年 12 月３日改訂）」の内容を踏まえ、慎重に判断す

るとともに、実施する場合は感染症対策を徹底する。 

上記の通り、泊行事は感染症対策を徹底うえで実施可能となっています。また、前号でもお伝えした

通り、6 月 20 日以降の泊行事のキャンセル料に関する支援はないとお考えくださった方がよいと思われま

す。実施に向け、学年から改めて連絡があると思いますので、現状において、参加するかどうかについてご

不安がおありでしたら、担任までご相談ください。 

●リモート（非対面式）による防犯教室について 

6 月 7 日（月）に大阪府警察本部生活安全指導班の方に来校していただき、リモートによる防犯

教室を実施しました。この防犯教室は、幼児から高齢者までの幅広い方々を対象に「わかりやすく！楽し

く！」をモットーに、大阪府内の各地で行われているものです。 

視聴覚室で、女性警察官扮する「誘拐する蔵（ゆうかいするぞう）さん」と女性警察官が寸劇を行い、

児童生徒は各教室でミーティングソフトを接続しているモニターを見ながら、危険回避方法の具体的な説

明や、クイズ等により学習しました。  

ご家庭でも、お子様の成長に合わせた安全に関するお話等をしていただければと思います。学校とご家

庭が協力し、子どもたちの安全安心な環境を整えていきたいと考えます。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


